
政
令
第
四
百
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
別
表
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
治
療
方
法
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
診
断
に
関
し
客
観
的
な
指
標
に
よ
る
一
定

の
基
準
が
定
ま
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
疾
病
の
患
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
み
て
当
該
疾
病
の
患
者
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め

の
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

別
表
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
を
定
め
た
上
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


